
計画の意義と 位置付け

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

－ 1 －

第 1 章

第１ 章　 計画の意義と 位置付け

1  計画改定の背景と 意義

 （ 1） 地球温暖化の科学的知見

地球温暖化と は、 地球の地表面およ び大気の温度が自然変動の範囲を 超えて長期的に上

昇する 現象で、 その主因は二酸化炭素等によ る 温室効果ガスの排出量の増加である と さ れ

ています。 地球温暖化は、 地球全体に気候変動を も たら すも のであり 、 日本においても 平

均気温の上昇、 農作物や生態系への影響、 暴風、 台風等による被害が観測さ れています。

世界の政策決定者に対し て正確でバラ ンスの取れた科学的知見を 提供する「 気候変動に関

する 政府間パネル（ IPCC ）」 は、2 0 2 1（ 令和３ ） 年～ 2 0 2 2（ 令和４ ） 年にかけて、 最新知

見を 取り まと めた第 6 次評価報告書（ 以下「 A R 6 」 と いう 。） を 公表し まし た。「 人間活動が

2 0 世紀半ば以降に観測さ れた温暖化の支配的な要因であっ た可能性が極めて高い（ 可能性

9 5 ％以上）。」 と し た 2 0 1 3 年の第 5 次報告書（ 以下「 A R 5 」 と いう 。） から 、A R 6 で は「 人

間活動が大気・ 海洋および陸域を 温暖化さ せてき たこ と には疑う 余地がない。」 と 評価さ れ、

A R 5 から 大き く 踏み込んだ表現と なっ ています。

また、 猛暑や大雨など の極端現象の増加にも 人間活動の影響が現れている と 評価さ れま

し た。 ほと んどの陸域で、1 9 5 0 年代以降主に人為起源の気候変動によ り 大雨の頻度と 強度

が増加し ています。 また、 一部の地域では、 人為起源の気候変動が穀物生産や生態系に悪

影響を 及ぼす干ばつの増加に寄与し ています。

さ ら に、 今後、 化石燃料依存

型の発展の下で 気候政策を 導入

し な い場合、2 1 世紀末には地球

全体の平均気温が 3 .3 ～ 5 .7 ℃

上昇する 可能性が報告さ れて い

ます。

今後、 気温上昇を 抑える には、

早期に 排出量削減に 取り 組み、

で き る だ け速やかに排出量を 実

質ゼロ にする こ と が必要と な り

ます。

出典： 全国地球温暖化防止活動推進セン タ ーウェ ブサイ ト
（ http ://w w w .jccca .o rg /）

http://www.jccca.org/
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 （ 2） 社会の動き

1 9 9 2（ 平成4 ） 年の国連総会において、「 気

候系に対し て 危険な 人為的干渉を 及ぼすこ と

と なら ない水準において大気中の温室効果ガス

の濃度を 安定化さ せる こ と 」 を 目的と し た「 気

候変動に関する 国際連合枠組条約」 が採択さ れ

ま し た。 その後、 毎年締約国会議が開催さ れ

ています。 第1 回目の締約国会議（ COP1 ） は

1 9 9 5（ 平成 7 ） 年にド イ ツ のベルリ ン で 開催

さ れ、「 温室効果ガスの排出および吸収に関し 、

特定さ れた期限の中で排出抑制や削減のための数量化さ れた拘束力のある目標」 を定めるこ と

が決めら れまし た。1 9 9 7（ 平成9 ）年の第3 回締約国会議（ COP3 ）は日本の京都で開催さ れ、

京都議定書が採択さ れまし た。 こ の中で、 日本は温室効果ガス排出量を「 2 0 0 8 年から 2 0 1 2

年」 の第一約束期間に、1 9 9 0 年比で 6 ％削減すると の目標が定めれまし た。

こ れら の国際的な動き を 受け、1 9 9 8（ 平成 1 0 ） 年 1 0 月、 地球温暖化対策の推進に関す

る法律（ 以下「 温対法」 と いう 。） が公布さ れ、1 9 9 9（ 平成 1 1 ） 年 4 月に施行さ れまし た。 こ

の法律は、 地球温暖化対策への取組と し て、 国、 地方公共団体、 事業者およ び国民それぞ

れの責務を 明ら かにする と と も に、 国、 地方公共団体の実行計画の策定、 事業者によ る 算

定報告公表制度など、 各主体の取組を 促進するための法的枠組みを 定めています。

2 0 1 3（ 平 成 2 5 ） 年 に ポ ー ラ ン ド の ワ ル シ ャ ワ で 開 催 さ れ た 第 1 9 回 締 約 国 会 議

（ CO P1 9 ）では、 全ての国に対し 、 第 2 1 回締約国会議（ CO P2 1 ）に十分先立っ て 2 0 2 0（ 令

和 2 ） 年以降の国が決定する貢献案（ In ten d ed  N a tio n a l ly D eterm in ed  Co n trib u tio n 。

以下「 IN D C 」） を 示すこ と が招請さ れまし た。 政府は、2 0 1 5（ 平成 2 7 ） 年 7 月、 地球温暖

化対策推進本部において 2 0 3 0 年度の温室効果ガス削減目標を 、2 0 1 3（ 平成 2 5 ） 年度比で

2 6 .0 ％減（ 2 0 0 5（ 平成 1 7 ） 年度比 2 5 .4 ％減） と する「 日本の約束草案」 を 決定し 、 国連に

提出し まし た。

ま た、 同年 2 0 1 5（ 平成 2 7 ） 年に フ ラ ン ス のパリ で 開催さ れた 第 2 1 回締約国会議

（ COP2 1 ） において、 新たな国際枠組であるパリ 協定が採択さ れまし た 。 パリ 協定では全て

の締約国が「 平均気温上昇を 産業革命以前に比べ2 ℃未満に抑え、1 .5 ℃以下に抑える努力を

する」 こ と を 目標と し て掲げ、 今世紀後半において、 人間活動による 温室効果ガス排出量を

森林などによる吸収量などと バラ ンスをと り 、 実質ゼロにする方針を 打ち出し ています。 パ

リ 協定は2 0 1 6（ 平成2 8 ） 年 1 1 月4 日に発効し 、 日本は1 1 月8 日に批准し まし た。 こ れを

受け、 政府は同年1 2 月地球温暖化対策推進本部において「 パリ 協定を 踏まえた地球温暖化

対策の取組方針について」 を決定し 、「 地球温暖化対策計画」 を策定するこ と と し まし た。

パリ 協定

・ 京都議定書の後継にあたる枠組み

・ 2015（ 平成 27 ） 12 月に開催さ れた国連気候変動枠組条約第 21 回締結国会議で採択

・ 世界共通の長期目標と し て「 平均気温上昇を 産業革命前から 2℃よ り も 十分低く 保つこ と 、1.5℃以

下に抑える努力を 追求」 する こ と

・ 主要排出国を 含むすべての国が削減目標を 5 年ごと に提出・ 更新するこ と  など
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翌年 2 0 1 6（ 平成 2 8 ） 年 5 月、 日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため

の計画で、 温室効果ガスの排出抑制およ び吸収量の目標、 事業者・ 国民等が講ずべき 措置

に関する 基本的事項、 目標達成のために国・ 地方公共団体が講ずべき 施策等について記載

さ れた「 地球温暖化対策計画」 を 閣議決定し まし た。

そし て、2 0 2 0（ 令和 2 ） 年 1 0 月、 内閣総理大臣は国会の所信表明演説で、 パリ 協定に定

める 目標等を 踏ま え、「 2 0 5 0 年カ ーボン ニュ ート ラ ル」 を 宣言し 、 翌年、2 0 2 1（ 令和 3 ）

年 3 月、2 0 5 0 年ま でにカ ーボン ニュ ート ラ ルの実現を 法律に明記する こ と で 、 政策の継

続性・ 予見性を 高め、 脱炭素に向けた取組・ 投資やイ ノ ベーショ ン を 加速さ せる と と も に、

地域の再生可能エネルギーを活用し た脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図る「 地

球温暖化対策の推進に関する法律の一部を 改正する法律案」 を 閣議決定し まし た。

2 0 2 1（ 令和 3 ） 年 1 0 月、「 地球温暖化対策計画」 を 改定し 、2 0 3 0 年に温室効果ガス排出

量を 2 0 1 3 年度から 4 6 ％削減する こ と を 目指し 、 さ ら に 5 0 ％の高みに向けて挑戦を 続け

ていく こ と と し 、2 0 5 0 年には温室効果ガス排出量を 実質ゼロにする 裏付と なる対策や施策

を 示し まし た。こ の目標を 達成するために、国の地球温暖化対策計画では、国内の排出削減・

吸収量の確保により 、2 0 3 0 年度における部門別に排出量の目安と 示し ています。 行政機関

が含まれる「 業務その他部門」 については、2 0 1 3 年度実績である 2 3 8 百万 t-CO 2 を 5 1 ％

削減し て、1 1 6 百万 t-CO 2 と いう 2 0 3 0 年度の排出量の目標を示し ています。

表　 2030 年度温室効果ガス別その他区分ごと の目標・ 目安（ 単位： 百万 t-CO2 ）

2013 実績
2019 年度実績

（ 2013 年度比）
2030 年度の目標・
目安（ 2013 年度比）

温室効果ガス排出量・

吸収量
1,408

1,166
（ ▲ 17％）

760
（ ▲ 46％）

エネルギー起源二酸化炭素 1,235
1,029

（ ▲ 17％）
677

（ ▲ 45％）

産業部門 463
384

（ ▲ 17％）
289

（ ▲ 38％）

業務その他部門 238
193

（ ▲ 19％）
116

（ ▲ 51％）

家庭部門 208
159

（ ▲ 23％）
70

（ ▲ 66％）

運輸部門 224
206

（ ▲ 8％）
146

（ ▲ 35％）

エネルギー転換部門 106
89.3

（ ▲ 16％）
56

（ ▲ 47％）

非エネルギー起源二酸化炭素 82.3
79.2

（ ▲ 4％）
70.0

（ ▲ 15％）

メ タ ン（ CH4 ） 30.0
28.4

（ ▲ 5％）
26.7

（ ▲ 11％）

一酸二窒素（ N2O） 21.4
19.8

（ ▲ 8％）
17.8

（ ▲ 17％）

代替フ ロン 等 4 ガス 39.1
55.4

（ + 42％）
21.8

（ ▲ 44％）

ハイ ド ロ フ ルオロ カ ーボン（ HFCs） 32.1
49.7

（ + 55％）
14.5

（ ▲ 55％）

パーフ ルオロ カ ーボン（ PFCs） 3.3
3.4

（ + 4％）
4.2

（ + 26％）

六フ ッ 化硫黄（ SF6 ） 2.1
2 .0

（ ▲ 4％）
2.7

（ + 27％）

三フ ッ 化硫黄（ NF3 ） 1.6
0 .26

（ ▲ 84％）
0.5

（ ▲ 70％）

温室効果ガス吸収源 － ▲ 45.9％ ▲ 47.7％

二国間ク レ ジッ ト 制度（ JCM）
官民連携で 2030 年度までの累積で 1 億 t-CO2 程度の国際的な
排出削減・ 吸収量を 目指す。 我が国と し て獲得し たク レ ジッ
ト を 我が国の NDC 達成のために適切にカ ウン ト する 。

資料　 環境省　 地球温暖化対策計画
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2 0 2 1（ 令和 3 ） 年の全国に お け る 業務そ の他部門の二酸化炭素排出量は1 9 0 .2 百万

t-C O 2 で、2 0 1 3 年度の 2 3 7 .3 百万 t-CO 2 と 比較し て約 2 0 ％削減さ れています。2 0 3 0 年

度において、2 0 1 3 年度比 5 1 ％削減の目標達成に向け、 更なる削減が必要になっ てき ます。

地球温暖化対策は、 国、 県、 市町村がそれぞれの行政事務の役割、 責務を 踏まえ、 密接

に連携し な がら 取組を 進めていく こ と が必要です。2 0 5 0 年カ ーボン ニュ ート ラ ルに向け

て、 行政機関が果たすべき 役割はますます高まっ てき ています。

資料　 全国地球温暖化防止活動推進センタ ー
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地球温暖化対策計画の構成

資料　 環境省
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 （ 3） 改定の背景

本市では 2 0 1 8 年（ 平成 3 0 ） 年 2 月に、 温対法に基づき 奄美市地球温暖化防止活動実行

計画（ 事務事業編） を 策定し まし た。 こ の計画の実施期間を 終えたこ と 、 近年の温対法の改

正や「 地球温暖化対策計画」 の改定等を 踏まえ、2 0 3 0 年度における 温室効果ガス排出削減

目標の引き 上げやその施策・ 対策の実施に向け、 総合的かつ計画的に推進を 図る ために改

定するこ と と し まし た。

なお、 温対法第 2 1 条第 1 3 項、 第 1 4 項には、 実行計画を 策定又は変更し たと き は、 遅

滞なく こ れを 公表する こ と 、 同条第1 5 項に、 実行計画に基づく 措置の実施の状況（ 温室効

果ガス総排出量を 含む） を 公表し なければなら ないと さ れています。

地球温暖化対策の推進に関する法律

第二十一条

都道府県およ び市町村は、 単独で又は共同し て、 地球温暖化対策計画に即し て、 当該都

道府県およ び市町村の事務およ び事業に関し 、 温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画（ 以下「 地方公共団体実行計画」 と いう 。） を策定するも のと する。

第 2  項　 地方公共団体実行計画は、 次に掲げる事項について定めるも のと する。

　 　 1　 計画期間

　 　 2　 地方公共団体実行計画の目標

　 　 3　 実施し よう と する措置の内容

　 　 4　 その他地方公共団体実行計画の実施に関し 必要な事項

第 ３  項～第 12 項（ 省略）

第 13 項　 都道府県および市町村は、 地方公共団体実行計画を策定し たと き は、 遅滞なく 、

単独で又は共同し て、 こ れを公表し なければなら ない。

第 14 項　 第 9 項から 前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

第 15 項　 都道府県およ び市町村は、 単独で又は共同し て、 毎年一回、 地方公共団体実行

計画に基づく 措置および施策の実施の状況（ 温室効果ガス総排出量を含む。） を公

表し なければなら ない。

第 16 項、 第 17 項（ 省略）
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 （ 4） 改定の意義と 留意点

本市は自ら の事務事業に関し て、 率先し て地球温暖化対策を 実施する も のと し 、 こ れま

での対策の実施状況や社会情勢等を 踏まえて 、 更なる 取組の推進を 図る ため本計画を 改定

し ます。　

本市の事務事業において、 こ の実行計画を 全庁あげて取組を 進める こ と によ る 効果と し

て、 以下の 6 点があげら れます。

なお、 本計画の推進にあたっ ては、 住民サービ スや執務環境に支障が生じ ないよ う に十

分に配慮し ます。

①地域における温室効果ガスの実質的な削減

本市の事務事業は、 本市内全体の温室効果ガス排出量の約 4 ％、 業務その他部門の約

1 8 ％を 占める 大き な経済主体であり 、 自ら の事務事業により 排出さ れる温室効果ガスの

排出量を 削減する こ と は、 地域全体における 温室効果ガス排出量の実質的な削減に寄与

するも のです。

②取組により 地域の模範と なる

本市が率先的な取組を 行う こ と によ り 地域の模範と なり 、 本計画を 参考と し て、 事業

者、 住民の自主的・ 積極的な取組が進んでいく こ と が期待さ れます。

③グリ ーン調達の推進による経済の活性化

本計画に、 環境配慮型商品の調達と いっ た温室効果ガス排出削減のための措置に関す

る 目標を 盛り 込み、 具体的な目標を 掲げて環境への負荷の少ない製品やサービ スを 計画

的に導入するこ と で、 地域経済の活性化に貢献するも のと なり ます。

④省エネ・ 省資源化による水光熱費等の事務経費の削減

紙、 電気、 水の使用量、 廃棄物の発生量などを 削減するこ と は、 事務経費の削減にも つ

ながる など、 地球温暖化防止への効果と 経済効果を 同時に達成する こ と ができ ま す。 削

減し た経費は新たな独自予算を確保し たと も いえるも のです。

⑤温室効果ガス排出抑制対策に関する経験・ 知見の蓄積

地域の住民や事業者に身近な行政機関と し て、 本市には地球温暖化対策に関する 情報

提供等の支援を 行う 役割があり ます。 自ら の取組を 通じ て、 地球温暖化対策について経

験や知見を 蓄積し 、 住民や事業者に対する 情報提供や助言を よ り 効果的に行う こ と がで

き るよう になり ます。

⑥一丸と なっ て取り 組む意識の醸成

本計画は市長部局・ 教育委員会に関係する 全ての部署、 すべての機関・ 事務局が一丸

と なっ て取り 組むこ と で実現が可能と なる も のです。 全庁を あげての取組を 進める こ と

で、 市の関係機関全体が一つの目標に向かっ て進む体制の構築や全職員の連帯感が高まっ

ていく こ と が期待さ れます。
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2  計画の位置付け

本計画は、温対法 第 21 条第 1 項に基づき 、市が自ら の事務および事業に関し 、率先し て地

球温暖化対策を 実施する ための計画（ 地方公共団体実行計画（ 事務事業編）） と し て位置付け

ます。

他の計画と の関係

地球温暖化対策の推進に関する 法律

国　 地球温暖化対策計画

鹿
児
島
県
率
先
行
動
計
画

　事
務
事
業
編

鹿
児
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

　区
域
施
策
編

奄
美
市
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
実
行
計
画
（
事
務
事
業
編
）

奄美大島人ロビジョ ン2020
（ 令和２ 年3月策定）

奄美市地球温暖化防止活動
実行計画（ 区域施策編）
（ 令和６ 年4月策定）

奄美市総合計画
（ 令和6年3月策定）
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3  計画の対象

 （ 1） 対象範囲

本計画が対象と する 範囲は、 本市関連施設において実施する 事務事業およ び職員が行う

活動を 対象と し ます。

 （ 2） 対象機関および施設

対象機関は、 本市の市長部局、 議会、 教育委員会およびそれら の出先等全ての機関と し 、

対象施設は全ての機関が管理し ている 施設、 本市所有で指定管理者に委託し ている 施設や

公衆ト イ レ、 街路灯、 ポンプなどの無人施設を含みます。

ただし 、 廃棄物の収集運搬など 外部への委託等によ り 実施する も のは除外し ます。 市営

住宅・ 教員住宅など 管理主体が別にある も のについては、 共用部分など 市が直接管理する

部分を 除き 対象外と し ます。 し かし 、 こ れら の対象外と する も のについても 、 温室効果ガ

スの排出削減等の取組について 、 受託者や利用者等に対し て必要な措置を 講じ る よ う 要請

するこ と と し ます。

モニタ リ ングの対象と する 奄美市関連の 2 7 6 機関およ び施設（ 以下「 市役所等施設」 と い

う 。） を 次表に示し ます。

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

1
いきいき健康課

（ 笠利）
ふれ愛の郷

2
いきいき健康課

（ 笠利）
宇宿保育所

3
いきいき健康課

（ 笠利）

屋仁へき 地保育所

（ 2022 年休園中）

4
いきいき健康課

（ 笠利）

赤木名保育所佐仁分園

（ 2022 年休園中）

5
いきいき健康課

（ 笠利）

宇宿保育所須野分園

（ 2022 年休園中）

6
いきいき健康課

（ 笠利）
赤木名保育所

7
いきいき健康課

（ 笠利）
節田保育所

8
いきいき健康課

（ 笠利）
用安へき 地保育所（ 対象外）

9
いきいき健康課

（ 笠利）

喜瀬へき 地保育所

(2022 年休園中 )

10
いきいき健康課

（ 笠利）

手花部へき 地保育所

（ 2022 年休園中）

11 財政課 奄美市庁舎第 2 別館

12 財政課 名瀬総合支所（ 旧庁舎）

13 財政課 名瀬総合支所（ 2019 年新設）

14 財政課 財政課　 公用車

15 総務課 総務課　 公用車

16 税務課 税務課　 公用車

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

17 国保年金課 国保年金課　 公用車

18 建築住宅課 建築住宅課　 公用車

19 建設課（ 笠利） 建設課（ 笠利）　 公用車

20 議会事務局 議会事務局　 公用車

21
世界自然

遺産課

世界自然遺産課　 公用車

（ 2022 年新設）

22
デジタ ル

戦略課

デジタ ル戦略課　 公用車

(2021 年新設）

23
市民福祉課

( 住用 )
市集会場（ 保育所）（ 休所中）

24
市民福祉課

( 住用 )
住用へき 地保育所

25
市民福祉課

( 住用 )
西仲間児童館

26
市民福祉課

( 住用 )
東城児童館

27
市民福祉課

( 住用 )
市民福祉課（ 住用） 公用車

28 市民課（ 笠利） 市民課（ 笠利）　 公用車

29 環境対策課 奄美市斎場

30 環境対策課 奄美市食肉セン タ ー

31 環境対策課 清掃事務所

32 環境対策課 環境対策課　 公用車

33 健康増進課 奄美市保健セン タ ー

34 健康増進課 健康増進課　 公用車

奄美市市役所関連施設・ 部署
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番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

35 高齢者福祉課 軽費老人ホーム

36 高齢者福祉課 春日デイ サービスセン タ ー

37 高齢者福祉課 老人福祉会館

38 高齢者福祉課 高齢者福祉課　 公用車

39
産業建設課

( 住用 )
マン グロ ーブパーク

40
産業建設課

( 住用 )
奄美市農林産物加工センタ ー

41
産業建設課

( 住用 )
特産物販売所

42
産業建設課

( 住用 )
内海公園（ バンガロ ー）

43
産業建設課

( 住用 )
木工工芸セン タ ー

44
産業建設課

( 住用 )
和瀬水産物加工セン タ ー

45
産業建設課

( 住用 )
住用地区石原排水機場

46
産業建設課

( 住用 )
産業建設課 ( 住用 )　 公用車

47
産業振興課

( 笠利 )
あやまる 岬観光公園

48
産業振興課

( 笠利 )
奄美市Ｉ Ｃ Ｔ プラ ザかさ り

49
産業振興課

( 笠利 )
崎原休憩所

50
産業振興課

( 笠利 )
打田原ビ ーチ休憩施設

51
産業振興課

( 笠利 )
共同糊張場

52
産業振興課

( 笠利 )
大島紬織工養成所

53
産業振興課

( 笠利 )
ひと ・ も の交流プラ ザ

54
産業振興課

( 笠利 )
産業振興課 ( 笠利 )_ 公用車

55
農林水産課

( 笠利 )
宇宿漁港漁船保全修理施設

56
農林水産課

( 笠利 )
喜瀬漁港

57
農林水産課

( 笠利 )
奄美市笠利地区農林水産物加工施設

58
農林水産課

( 笠利 )
笠利営農支援セン タ ー

59
農林水産課

( 笠利 )
須野ダムト イ レ 施設

60
農林水産課

( 笠利 )
有機農業支援セン タ ー

61
農林水産課

( 笠利 )
笠利農村環境改善センタ ー　

62
農林水産課

( 笠利 )
農林水産課 ( 笠利 )　 公用車

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

63
市民協働

推進課
あっ た結い交流館（ 対象外）

64
市民協働

推進課
市民協働推進課　 公用車（ 廃止）

65
地域総務課

( 笠利 )
笠利総合支所

66
地域総務課

( 笠利 )

地域間交流拠点施設（ 打田原）

（ 対象外）

67
地域総務課

( 笠利 )

地域間交流拠点施設（ 用）

（ 対象外）

68
地域総務課

( 笠利 )
地域総務課（ 笠利） 公用車

69
地域総務課

( 住用 )
奄美市住用国民健康保険診療所

70
地域総務課

( 住用 )
高齢者コ ミ ュ ニティ ーセン タ ー

71
地域総務課

( 住用 )
住用総合支所

72
地域総務課

( 住用 )
地域総務課（ 住用） 公用車

73 紬観光課
大浜海浜公園

（ 小浜園地・ ゴミ 集積小屋含む）

74 紬観光課
奄美群島大島紬会館

本場大島紬伝統産業会館

75 紬観光課 本場奄美大島紬泥染公園

76 紬観光課 健康体験交流施設

77 紬観光課 奄美海洋展示館

78 紬観光課 紬観光課　 公用車

79 土木課 その他街灯　 　 　

80 土木課 屋仁川通り 　 　 　

81 土木課 知名瀬ト ン ネル　

82 土木課 知名瀬公園　 　 　

83 土木課 土木課　 公用車

84 土地対策課 土地対策課　 公用車

85
土地対策課

笠利分室
土地対策課笠利分室　 公用車

86
土地対策課

住用分室
土地対策課住用分室　 公用車

87 水道課 水道課仮庁舎（ 解体）

88 水道課 朝日第１ ポンプ場

89 水道課 朝日第２ ポンプ場

90 水道課 朝日第３ ポンプ場

91 水道課
朝日第 4 ポン プ場

（ 浦上 2-24 ポンプ施設） 2019 年度新設

92 水道課 真名津ポン プ場

93 水道課 安勝ポン プ場

94 水道課 佐大熊ポン プ場

95 水道課 朝仁新町ポンプ場

96 水道課 平田浄水場

97 水道課 大川ダム
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番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

98 水道課 山間浄水場（ 旧山間簡易水道）

99 水道課 市浄水場

100 水道課 役勝追塩局

101 水道課 東仲間浄水場

102 水道課 住用浄水場

103 水道課 用安浄水場（ 2016 年使用開始）

104 水道課 大井川水源地

105 水道課 笠利浄水場

106 水道課 平水道ポン プ室（ 2014 年使用開始）

107 水道課 赤木名浄水場

108 水道課 須野浄水場

109 水道課 川上ポン プ場

110 水道課 屋仁浄水場（ 2017 年廃止）

111 水道課 鍋比ポン プ場

112 水道課 佐仁浄水場（ 2017 年廃止）

113 水道課 前肥田ポン プ場

114 水道課 手花部水道ポンプ

115 水道課 手花部ポン プ場（ 2022 年休止中）

116 水道課 用浄水場

117 水道課 運動公園ポン プ

118 水道課 西部地区浄水場（ 2013 年使用開始）

119 水道課
赤木名浄水場山田原水源

（ 2022 年休止中）

120 水道課 平田高地区配水池（ 平高地区配水池）

121 水道課 三儀山ポン プ場

122 水道課 小湊ポン プ場

123 水道課 小宿ポン プ場

124 水道課 東が丘ポン プ場

125 水道課 井根ポン プ場

126 水道課 有仲ポン プ場

127 水道課 芦良浄水場

128 水道課 知根浄水場（ 知名瀬浄水場）

129 水道課 新有仲ポン プ場

130 水道課 根瀬部浄水場（ 2018 年廃止）

131 水道課 緑が丘浄水場（ 2016 年 4 月廃止）

132 水道課 山田低地区ポンプ室

133 水道課 春日ポン プ

134 水道課 西仲間浄水場

135 水道課
朝日町浄水場（ 朝日第 4 浄水場）

※ 2019 年度新設

136 水道課 水道課　 公用車

137 下水道課 山間地区農業集落排水処理施設

138 下水道課 芦良地区農業集落排水処理施設

139 下水道課 根瀬部地区農業集落排水処理施設

140 下水道課 小宿汚水中継ポン プ場

141 下水道課 小浜汚水中継ポン プ場

142 下水道課 小湊地区農業集落排水処理施設

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

143 下水道課 大川地区農業集落排水処理施設

144 下水道課 知名瀬地区農業集落排水処理施設

145 下水道課 朝仁汚水中継ポン プ場

146 下水道課 浄化セン タ ー ( 名瀬終末処理場）

147 下水道課 名瀬勝地区農業集落排水処理施設

148 下水道課 輪内汚水中継ポン プ場

149 下水道課 下水道課　 公用車

150
下水道課

笠利分室
宇宿地区農業集落排水処理施設

151
下水道課

笠利分室
屋仁地区農業集落排水処理施設

152
下水道課

笠利分室
笠利終末処理場

153
下水道課

笠利分室
用地区農業集落排水処理施設

154
下水道課

笠利分室

赤木名浄化セン タ ー

※ 2019 年度新設

155
下水道課

笠利分室

佐仁地区農業集落排水処理施設

※ 2020 年度新設

156
下水道課

笠利分室
下水道課笠利分室　 公用車

157
笠利地域

教育課
宇宿小学校

158
笠利地域

教育課
屋仁小学校

159
笠利地域

教育課
笠利学校給食セン タ ー

160
笠利地域

教育課
笠利公民館

161
笠利地域教

育課
笠利小学校

162
笠利地域教

育課
笠利中学校

163
笠利地域教

育課
佐仁小学校

164
笠利地域教

育課
手花部小学校

165
笠利地域教

育課
赤木名小学校

166
笠利地域教

育課
赤木名小学校附属幼稚園

167
笠利地域教

育課
赤木名中学校

168
笠利地域

教育課
節田小学校

169
笠利地域

教育課
太陽が丘総合運動公園

170
笠利地域

教育課
緑が丘小学校

171
笠利地域

教育課
笠利地域教育課　 公用車
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番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

172
住用地域

教育課
市小・ 中学校

173
住用地域

教育課
住用町プール・ 弓道場

174
住用地域

教育課
東城小・ 中学校

175
住用地域

教育課
奄美体験交流館

176
住用地域

教育課
山間国民体育館

177
住用地域

教育課
住用公民館

178
住用地域

教育課
住用小学校

179
住用地域

教育課
住用中学校

180
住用地域

教育課
総合グラ ン ド 管理棟

181
住用地域

教育課
役勝公衆ト イ レ（ 2016 年度新設）

182
住用地域

教育課
住用地域教育課　 公用車

183
教育委員会

生涯学習課
奄美市名瀬公民館　（ 2021 年廃止）

184
教育委員会

生涯学習課

名瀬公民館

（ 旧奄美市名瀬公民館金久分館）

185
教育委員会

生涯学習課
奄美市名瀬公民館伊津部分館

186
教育委員会

生涯学習課
奄美市名瀬公民館四谷分館

187
教育委員会

生涯学習課
奄美振興会館

188
教育委員会

生涯学習課
市民交流セン タ ー（ 2019 年度新設）

189
教育委員会

生涯学習課
教育委員会生涯学習課　 公用車

190
教育委員会

総務課
朝日小学校

191
教育委員会

総務課
朝日中学校

192
教育委員会

総務課
芦花部小・ 中学校

193
教育委員会

総務課
大川小・ 中学校

194
教育委員会

総務課
崎原小・ 中学校

195
教育委員会

総務課
伊津部小学校

196
教育委員会

総務課
奄美小学校

197
教育委員会

総務課
金久中学校

198
教育委員会

総務課
小宿小学校

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

199
教育委員会

総務課
小宿中学校

200
教育委員会

総務課
小湊小学校

201
教育委員会

総務課
知根小学校

202
教育委員会

総務課
名瀬小学校

203
教育委員会

総務課
名瀬中学校

204
教育委員会

総務課
教育委員会総務課　 公用車

205
教育委員会

総務課
名瀬米飯給食セン タ ー（ 2018 年廃止）

206

教育委員会

学校給食

センタ ー

学校給食センタ ー（ 2018 年新設）

207

教育委員会

学校給食

センタ ー

教育委員会学校給食セン タ ー公用車

（ 2018 年新設）

208
教育委員会

文化財課
宇宿貝塚史跡公園

209
教育委員会

文化財課
奄美博物館

210
教育委員会

文化財課
歴史民俗資料館

211
教育委員会

文化財課
教育委員会文化財課　 公用車

212

教育委員会

スポーツ

推進課

名瀬運動公園

213

教育委員会

スポーツ

推進課

名瀬古見方多目的広場

214

教育委員会

スポーツ

推進課

旧大島工業高校社会体育施設

215

教育委員会

スポーツ

推進課

教育委員会スポーツ 推進課　 公用車

216
教育委員会

学校教育課
教育委員会学校教育課　 公用車

217 商工政策課 AiA i ひろ ば

218 商工政策課 ICT 人材教育センタ ー（ 2022 年解約）

219 商工政策課 W orksty le Lab　 (2021 年新設）

220 商工政策課 ふれ愛パーク

221 都市整備課 あかざき 公園

222 都市整備課 あさ に海浜公園

223 都市整備課 あさ ひ公園

224 都市整備課 あり や公園

225 都市整備課 あんがち 公園

226 都市整備課 いし ばし 公園

227 都市整備課 いね公園
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番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

228 都市整備課 う ら がみ公園

229 都市整備課 おがみ山公園

230 都市整備課 かねく 公園

231 都市整備課 こ し ゅ く 第１ 公園

232 都市整備課 こ し ゅ く 第２ 公園

233 都市整備課 さ だいく ま公園

234 都市整備課 さ と はま公園

235 都市整備課 し んまち 公園

236 都市整備課 だいく ま公園

237 都市整備課 なかがち 公園

238 都市整備課 ながはま公園

239 都市整備課 はと ばま公園

240 都市整備課 はま公園

241 都市整備課 ひら た１ 号公園

242 都市整備課 ひら た 2 号公園

243 都市整備課 ひら た 3 号公園

244 都市整備課 ふぶく ろ 公園

245 都市整備課 まなづ公園

246 都市整備課 みかた公園

247 都市整備課 みどり 公園

248 都市整備課 みなと 公園

249 都市整備課 やのわき 公園

250 都市整備課 ら んかん公園

251 都市整備課 屋仁川駐車場

252 都市整備課 小宿中央公園

番号 所　 属 施　 　 設　 　 名

253 都市整備課 千年松公園

254 都市整備課 輪内公園

255 都市整備課 和光第１ 公園

256 都市整備課 和光第２ 公園

257 都市整備課 都市整備課　 公用車

258 農林水産課 大川ダム管理事務所

259 農林水産課
農村公園

（ 崎原・ 知名瀬・ 名瀬勝・ 有良）

260 農林水産課 奄美市公設地方卸売市場

261 農林水産課 奄美大島選果場

262 農林水産課 農業研修センタ ー

263 農林水産課 農村環境改善セン タ ー

264 農林水産課 農林産物直売所

265 農林水産課 農林水産課　 公用車

266 こ ども 未来課 金久児童館

267 こ ども 未来課 古見方へき 地保育所（ 2022 年廃止）

268 こ ども 未来課 港町児童ｾﾝﾀｰ

269 こ ども 未来課 小浜保育所

270 こ ども 未来課 小宿幼稚園

271 こ ども 未来課 朝日幼稚園

272 こ ども 未来課 名瀬幼稚園

273 福祉政策課 障害者基幹相談支援セン タ ー

274 福祉政策課 母子生活支援施設ひまわり 寮

275 福祉政策課 福祉政策課　 公用車

276 保護課 保護課　 公用車

奄美振興会館 赤木名中学校
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 （ 3） 対象と する温室効果ガス

本計画で対象と する温室効果ガスは、 温対法第 2 条第 3 項で定めら れた以下の 7 種類の物

質と し ます。

対象ガス

・ 二酸化炭素（ CO2）

・ メ タ ン（ CH4）

・ 一酸化二窒素（ N2O）

・ ハイ ド ロフ ルオロカ ーボン（ HFC） のう ち政令で定めるも の

・ パーフ ルオロカ ーボン（ PFC） のう ち政令で定めるも の

・ 六ふっ 化硫黄（ SF6）

・ 三ふっ 化窒素（ NF3）

温室効果ガスの種類（ 法第2 条第 3 項）

ガス種類 人為的な発生源

二酸化炭素（ CO2 ）

エネルギー起源

電機の使用や暖房用灯油、 自動車用ガソ リ ン 等の使用によ り 排出さ れ

る 。 排気量が多いため、 対象と さ れる温室効果ガスの中では温室効果へ

の寄与が最も 大き い。

非エネルギー起源 廃プラ スチッ ク 類の焼却等により 排出さ れる 。

メ タ ン（ CH4 ）
自動車の走行や、 燃料の燃焼、 一般廃棄物の焼却、 廃棄物の埋立等によ り 排出さ れる。

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 25 倍の温室効果がある 。

一酸化二窒素（ N2O）
自動車の走行や燃料の燃焼、 一般廃棄物の焼却等によ り 排出さ れる 。

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 298 倍の温室効果がある 。

ハイ ド ロ フ ルオ ロ カ ー

ボン（ HFC）

カ ーエアコ ン の使用・ 廃棄時等に排出さ れる。

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 12 ～ 14,800 倍の温室効果がある 。

パーフ ルオ ロ カ ーボン

（ PFC）

半導体の製造、 溶剤等に使用さ れ、 製品の製造・ 使用・ 廃棄時等に排出さ れる 。（ 地方公共団

体では、 ほと んど該当し ない）

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 7,390 ～ 17,340 倍の温室効果がある。

六ふっ 化硫黄（ SF6 ）

電気設備の電気絶縁ガス、 半導体の製造等に使用さ れ、 製品の製造・ 使用・ 廃棄時等に排出

さ れる 。（ 地方公共団体では、 ほと んど該当し ない）

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 22,800 倍の温室効果がある 。

三ふっ 化窒素（ NF3 ）

半導体製造でのド ラ イ エッ チン グや CVD 装置のク リ ーニン グにおいて用いら れている。（ 地

方公共団体では、 ほと んど該当し ない）

二酸化炭素と 比べると 重量あたり 17,200 倍の温室効果がある 。

※実行計画で対象と する温室効果ガスのう ち、 H FC および P FC は物質群であり 、 法の対象と なる 具体的な物質名は施行令第 1 条（ H FC 

1 3 物質） および第 2 条（ P FC 7 物質） に掲げら れているも のです。



計画の意義と 位置付け

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

－ 15 －

第 1 章

参考： 算定対象活動と 排出さ れる温室効果ガスの種類

算定対象活動 CO2 CH4 N2O HFC
PFC
SF6

NF3

燃料の使用（ ガソ リ ン、 灯油、 重油、 都市ガス等） ○

他人から 供給さ れた電気の使用 ○

他人から 供給さ れた熱の使用 ○

一般廃棄物の焼却 ○ ○ ○

産業廃棄物の焼却 ○ ○ ○

ボイ ラ ー・ 家庭用機器での燃料の使用 （ ○） ○ ○

ディ ーゼル機関における 燃料の使用

（ 自動車、 鉄道車両または船舶用を 除く ）
（ ○） ○

ガス機関・ ガソ リ ン 機関における 燃料の使用

（ 航空機、 自動車または船舶用を 除く ）
（ ○） ○ ○

自動車の走行 （ ○） ○ ○

船舶における 燃料の使用（ 軽油、 重油） （ ○） ○ ○

家畜の飼養（ 消化管内発酵） ○

家畜の飼養（ ふん尿処理） ○ ○

水田の耕作 ○

牛の放牧 ○ ○

農業廃棄物の焼却 ○ ○

埋立処分し た廃棄物の分解 ○

下水・ し 尿・ 雑排水処理 ○ ○

耕地（ 畑・ 水田） への化学肥料の使用 ○

耕地（ 農作物） への肥料（ 化学肥料以外） の使用 ○

麻酔剤（ 笑気ガス） の使用 ○

自動車用エアコ ンディ ショ ナーの使用、 廃棄 ○

噴霧器・ 消火器の使用、 廃棄 ○

電気設備の電気絶縁ガス、 半導体の製造、 使用、 廃棄 （ ○）

　 　 　（ ○）： 二酸化炭素排出量は「 燃料の使用」 項目と し て算定対象。
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4  計画期間

2024 年度から 2030 年度までの 7 年間と し ます。

5  基準年度

国の地球温暖化対策計画の基準年度と の整合性を 考慮し て、2013 年度（ 平成 25 年度） を

基準年度と し ます。

6  基準係数等

本計画で対象と する 温室効果ガスの地球温暖化係数および、化石燃料の使用・ 電力の使用

による温室効果ガスの排出係数（ 以下「 係数等」と いう 。）については、温対法施行令および「 地

方公共団体実行計画（ 事務事業編） 策定・ 実施マニュ アル（ 算定手法編　 令和 5 年 3 月環境省

大臣官房地域政策課（ 旧温室効果ガス総排出量算定方法ガイ ド ラ イ ン ） 以下「 マニュ アル」 と

いう 。） により 定めら れており 、本計画ではこ れら の数値を 用います。

こ れら の数値は適宜変更さ れますが、今後係数等が変更さ れた場合は、本計画において各

年度の温室効果ガス排出量の評価においては、最新の係数等を 用いて算定する「 実排出量」

と 、基準年の排出量に対する 排出削減努力の結果を 明確にする ために、下表に示し た 2013

年度（ 平成 25 年度） 時点の係数等（ 以下「 基準係数等」 と いう 。） を 用いて算定する「 比較排出

量」 を あわせて算定するこ と と し ます。なお、基準係数等を 用いて算定し た、基準年度である

2013 年度（ 平成 25 年度） の排出量を「 基準排出量」 と し ます。

基準係数等

排出量算定のための基準と なるエネルギー起源二酸化炭素（ CO2) の排出係数

対象 CO2 排出係数 備　 　 　 考

ガソ リ ン 2.32 kg -CO2 / L マニュ アル（ 令和 4 年 3 月版） 掲載値

灯油 2.49 kg -CO2 / L 同上

軽油 2.58 kg -CO2 / L 同上

A 重油 2.71 kg -CO2 / L 同上

B・ C 重油 3.00 kg -CO2 / L 同上

LP ガス 3.00 kg -CO2 / kg 同上

電力
0.613 kg -CO2 / kW h 基準年度： 2013（ 平成 25 ） 年度　 九州電力㈱　 基礎排出係数

0.434 kg -CO2 / kW h 2022（ 令和 4 ） 年度： 九州電力送配電（ 株）　 基礎排出係数

　 上記の対象以外で用いる排出係数については、 マニュ アル（ 令和 5 年 3 月版） に掲載のも のを 用います。
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排出量算定のための地球温暖化係数

温室効果ガス 地球温暖化係数 備　 　 考

二酸化炭素（ CO2 ） 1

令 和 6 年 2 月 現 在、

温対法施行令第 4 条

に定める数値、 以下

同じ

メ タ ン（ CH4 ） 25

一酸化二窒素（ N2O） 298

ト リ フ ルオロメ タ ン（ HFC-23 ）

ジフ ルオロ メ タ ン（ HFC-32 ）

フ ルオロ メ タ ン（ HFC-41 ）

1,1 ,1 ,2 ,2 -ペン タ フ ルオロエタ ン（ HFC-125 ）

1,1 ,2 ,2 -テト ラ フ ルオロ エタ ン（ HFC-134 ）

1,1 ,1 ,2 -テト ラ フ ルオロ エタ ン（ HFC-134a ）

1,1 ,2 -ト リ フ ルオロ エタ ン（ HFC-143 ）

1,1 ,1 -ト リ フ ルオロ エタ ン（ HFC-143a ）

1,2 -ジフ ルオロエタ ン（ HFC-152 ）

1,1 -ジフ ルオロエタ ン（ HFC-152a ）

フ ルオロ エタ ン（ HFC-161 ） 

1 ,1 ,1 ,2 ,3,3 ,3 -ヘプタ フ ルオロ プロ パン（ HFC-227ea ）

1,1 ,1 ,2 ,2,3 -ヘキサフ ルオロプロ パン（ HFC-236cb）

1,1 ,1 ,2 ,3,3 -ヘキサフ ルオロプロ パン（ HFC-236ea ）

1,1 ,1 ,3 ,3,3 -ヘキサフ ルオロプロ パン（ HFC-236fa ）

1,1 ,2 ,2 ,3 -ペン タ フ ルオロプロ パン（ HFC-245ca ）

1,1 ,1 ,3 ,3 -ペン タ フ ルオロプロ パン（ HFC-245fa ）

1,1 ,1 ,3 ,3 -ペン タ フ ルオロブタ ン（ HFC-365mfc）

1,1 ,1 ,2 ,3,4 ,4 ,5 ,5 ,5 -デカ フ ルオロ ペンタ ン（ HFC-43-10mee）

14,800

675

92

3,500

1,100

1,430

353

4,470

53

124

12

3,220

1,340

1,370

9,810

693

1,030

794

1,640

HFC 類

パーフ ルオロメ タ ン（ PFC-14 ） 

パーフ ルオロエタ ン（ PFC-116 ） 

パーフ ルオロプロ パン（ PFC-218 ） 

パーフ ルオロブタ ン（ PFC-31-10 ）

パーフ ルオロシク ロ ブタ ン（ PFC-c318 ）

パーフ ルオロペン タ ン（ PFC-41-12 ）

パーフ ルオロヘキサン（ PFC-51-14 ） 

パーフ ルオロデカ リ ン（ PFC-9-1-18 ） 

パーフ ルオロシク ロ プロ パン

7,390

12,200

8,830

8,860

10,300

9,160

9,300

7,500

17,340

PFC 類

六ふっ 化硫黄（ SF6 ） 22,800


